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第 20 回サービス統計・企業統計部会結果概要（未定稿） 

 

１ 日 時  平成 22 年 11 月８日（月）13:30～17:30 

 

２ 場 所  総務省第２庁舎６階特別会議室 

 

３ 出席者 ・首藤部会長、廣松委員、西郷専門委員、菅専門委員、近藤専門委員、野

辺地専門委員 

・審議協力者（内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林

水産省、経済産業省、国土交通省、東京都、大阪府、日本銀行） 

・調査実施者（岩佐総務省統計局統計調査部経済基本構造統計課長、江刺

平成 24 年経済センサス準備室長、佐々木平成 24 年経済センサス準備室

統括統計官、今井経済産業省経済産業政策局調査統計部産業統計室長、

平野経済産業省経済産業政策局調査統計部サービス産業統計室長） 

・事務局(杉山内閣府統計委員会担当室参事官、坂井総務省国際統計企画官

ほか３名) 

 

４ 議 題  経済構造統計の指定の変更、経済センサス-活動調査の実施並び工業統計

調査、商業統計調査及び特定サービス産業実態調査の変更について 

 

５ 概 要  

（１）事務局から、前回部会の結果概要の説明が行われた。また、前回部会の質問に対し、

調査実施者から補足説明が行われた。その後、平成 24 年経済センサス-活動調査（以下

「本調査」という。）の実施計画に対する論点についての審議が行われた。 

（２）前回部会において審議された「基本計画との関係」について、内閣府から意見聴取を

行ったところ、国民経済計算の確報推計データに用いられる本調査の製造業のデータの

提供について、実施計画の対応で問題ないとの発言があり、本調査の実施計画は、基本

計画における指摘を踏まえたものとなっており、妥当であるとされた。 

（３）調査方法については、本調査は積雪・寒冷期に実施すること及び全産業分野の経理事

項を把握することから、調査員及び地方公共団体の事務負担が過大となるところ、民間

事業者の活用等により、調査員及び地方公共団体の事務負担の軽減が図られており、地

方公共団体等の要望を踏まえた実施計画となっていることから、妥当であるとされた。 

（４）調査事項については、母集団情報の整備及び産業構造の把握の観点から、全産業共通

調査事項及び産業別調査事項は適切に設計されており、おおむね妥当であるとされた。 

   一方、企業の内部取引額について、本調査では正確に把握できないため、事業所単位

の売上高と企業単位の売上高が一致しない点については、報告者負担が過大となること

から、今回把握しないことはやむを得ないが、調査票の記入の手引き及び結果表章にお
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いて混乱を招かないよう注意が必要とされるとともに、今後の課題として、本調査の実

施後に十分な検証を行う必要があるとされた。 

また、国民経済計算及び産業連関表との関係については、内閣府及び総務省から意見

聴取を行ったところ、本調査の実施は、国民経済計算及び産業連関表の精度向上に寄与

するとされたことから、妥当であるとされた。 

（５）委員・専門委員等からの主な意見は以下のとおり。 

 ＜調査方法について＞ 

①今後、調査員調査自体の実施は益々難しいものになっていくことが予想される。この

ため、本調査において調査員数を減らし、民間事業者を活用することはやむを得ない。 

②調査員調査の実態をよく知るため、統計委員会の委員等も実査に同行する機会を作る

ことをしかるべき場で提案したい。 

③オンライン調査を直轄調査のみで実施することについては、報告者負担の軽減を図る

とともに、調査員の事務負担の軽減を図る観点から妥当である。 

④直轄調査の企業に調査票を郵送する際に、適切な窓口に送付できなければ企業内でた

らい回しにされてしまう可能性があるので、事前に宛先を確認の上送付した方がよい。 

⑤直轄調査の調査票を送付する封筒は、委託先の民間事業者の名前ではなく、国の名前

で送付した方が、回答率が上がるだろう。 

⑥直轄調査については、調査票の回収、検査等を民間事業者に委託して実施するという

ことであるが、調査実施者として民間事業者をどのように管理するのか確認したい。 

⑦民間事業者における調査票の回収率が目標の８割を達成するよう努力してもらいたい。

また、調査実施における詳細な点についても地方の意見を反映させてもらいたい。（東

京都） 

⑧民間事業者の目標回収率の設定については、地域ごとに行っていただき、地域によっ

て調査票の回収率に偏りが出ないようにしていただきたい。（大阪府） 

＜調査事項について＞ 

①記入する企業側としては、数字の集計、加工等の別途作業が必要となる調査事項では、

回答するための負担が大きい。調査事項の簡素化のみならず、報告者の事務負担をで

きるだけ軽減するなど調査事項の設定について工夫を行う必要がある。 

②母集団情報の把握の項目として、自家用自動車の保有台数があるが、これまで行政記

録でも把握することができなかったので、本調査の実施により、これが効率的に把握

できることは非常に意味のあることである。 

③費用総額の内容について「売上原価＋販売費及び一般管理費」となっているが、この

ような表記では、支払利息等の営業外費用の取扱いについて、報告者に迷いがでると

思われるため、紛れがないよう記入の手引きなどで工夫が必要である。 

④福利厚生費について、退職金を含むとされているが、退職金には、退職給付引当金と

実際の支払額の２つがあるので、定義を明確にする必要がある。 

⑤企業全体の売上高には企業の内部取引額は含まれないが、各事業所の売上高について
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は、企業内取引額が含まれるということを明確に示す必要がある。 

⑥産業分類の改正が行われた際には、事業所単位で生産活動を捉えるのではなく、企業

として生産活動を捉えるという考え方が根本にあったはずである。このため、今回は

やむを得ないとしても将来的には、事業所の調査票から企業内取引額についても把握

できるようにすることが必要である。 

⑦企業全体の売上高と企業の内部取引額を除いた各事業所の売上高の合計とが正確に一

致することを報告者に求めることは、企業の内部取引額を正確に出すことが必要とな

り、かなりの報告者負担になると考えられる。 

⑧事業所における売上高の中で企業の内部取引額を把握することは、本調査は第１回目

であり、報告者負担の面から今回は困難であるとしても、本調査の実施後に、結果に

ついて十分な検証を行い、検討してもらいたい。   

⑨調査票の種類は、より細かく分けるほど、それぞれの産業の特性をより細かく把握で

きるのかもしれないが、現時点でも 24 種類の調査票となっており、これ以上に調査票

の種類を増やすことは今回は無理であろう。 

⑩産業連関表の推計については、本調査の実施により、同一時点ですべての産業につい

ての国内生産額を把握することが可能となることから、精度向上が期待できるため、

本調査は非常に画期的であると言える。また、各都道府県の生産額も把握することが

できるため、特に都道府県の産業連関表の精度が飛躍的に上がることが期待される。 

⑪経済センサス-活動調査においては、製造業のデータの提供によって 23 年確報推計は

精度が確保できるであろう。また、これまで課題となっていたサービス業についても

産業連関表の精度向上を通じてＳＮＡの精度向上が見込まれる。経済センサス-活動調

査のデータ提供の時期を踏まえ最大限ＳＮＡの推計に利用していきたい。（内閣府） 

⑫サービス業分野の従産業レベルのデータが得られることになれば、産業連関表の精度

向上につながるであろう。また、産業連関表作成部局の要望を受け入れ、無形固定資

産等を調査事項と設定されているので、今回の実施計画に対して特段の意見はない。

（総務省） 

 

６ 次回予定 

平成 22 年 11 月 12 日（金）10 時 00 分から総務省第２庁舎６階特別会議室において開催

することとされた。 

 

＜文責 総務省政策統括官付統計審査官付産業関連統計検討室、速報のため事後修正の可能性あり＞ 

 

 

 


